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 農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理者募集要項 

 

 

 

 

 

農産物直売所「榛原にぎわい市場」における指定管理者の募集について 

 

  公の施設である宇陀市農産物直売所「榛原にぎわい市場」（以下、「にぎわい市場」という。）

について、宇陀市では、利用者サービスの向上と効率的、効果的な運営及び地域の活力を積極

的に活用した運営を目指すため、地方自治法及び宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続

等に関する条例（平成１８年宇陀市条例第７号）の規定に基づき、平成１８年９月より指定管

理者制度を導入しています。 

この度、令和５年３月末で指定期間が満了するにあたり、次期指定管理期間において、当施

設の管理運営を行う法人その他団体を公募します。 

  なお、本要項は、募集に関する基本的な事項を記載しており、詳細な業務内容については、

 別添農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理業務仕様書を参考にしてください。 

 

１．施設の概要 

  （１）この施設の性格 

    当該施設は、農業振興と地域活性化に資するため、「にぎわい市場」の販売を通して、

生産者・消費者相互の交流を図るとともに、本市の農産物を広くアピールすることを目的

として設置されています。 

 

 （２）施設の名称及び所在地 

   ・ 施設の名称 ・・・ 宇陀市農産物直売所「榛原にぎわい市場」 

   ・ 施設の位置 ・・・ 奈良県宇陀市榛原萩原１２６３番地の６他 

 

  （３）施設の規模等 

    建  物・・・直売所   木造平屋建て（スレート葺） 

           公衆トイレ 木造平屋建て（スレート葺） 

    延床面積・・・直売所   ８８．５９㎡ 

           公衆トイレ ２０．５２㎡ 

    敷地面積・・・１,４５８㎡ 

    設置年月日・・平成１４年１０月 

    

２．管理にあたっての条件 

 （１）指定管理者が行う業務の範囲 

      ①直売所の運営に関する業務 

   ②直売所の維持管理に関する業務 

③その他市長が認める業務 

      ※詳細については、別添農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理業務仕様書を参考。 

 

３．指定期間  

   令和５年４月１日から令和８年３月３１日 
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４．応募資格等 

 （１）応募資格（次に掲げる全ての要件を満たす者とします。） 

①安全かつ円滑に施設を管理可能な実施体制及び経営基盤等が確保されている宇陀市内

に住所又は事業所を有する法人又は団体、若しくはその複数団体により構成されたグル

ープ共同事業体。（以下「法人等」という。） 

② 宇陀市内で生産される農産物を安定的に供給できる法人等。（ただし、宇陀市内の小

規模等農業者を少なくとも１０戸以上確保できる法人等） 

③共同で応募する場合、必ず代表企業・団体を定め、協定の締結にあたっては、構成員

全てを協定該当者とし、選定後の協議は、代表企業・団体と行いますが、協定に関す

る責任は共同事業体の構成員すべてが負うものとします。 

④ 次に掲げる各項目のすべてに該当しないこと。 

   ア．代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいる法人等。 

   イ．会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）等による手続き中である法人等。 

   ウ．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、もしくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている団体に該当する

法人等。 

   エ．地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用す

る場合を含む）の規定により、本市における一般指名競争入札等の参加を制限されて

いる法人等。 

   オ．他の自治体を含めて指定管理者の責に帰すべき理由により、指定管理者の指定の取り

消しを受けた法人等。 

   カ．指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、同法第

１４２条（同条を準用する場合を含む）又は、同法第１８０条の５第６項の規定に抵

触する法人等。 

   キ．国税（法人税、所得税、消費税（地方消費税を含む））又は宇陀市税を滞納している

法人等。 

ク. 宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第３条第３項

の規定に抵触する法人等。 

 （２）複数応募の禁止 

   ア．単独で応募した法人等は、共同事業体の応募の構成員にはなれません。 

   イ．複数の共同事業体による応募はできません。 

（３）共同事業体による応募の構成員の変更 

   共同事業体による応募の場合、代表企業・団体及び構成員の変更は認めないものとし

ます。 

（４）選定対象除外 

次に該当する場合は、失格として選定の対象から除外します。 

ア．選定審査に関する要求等を申し入れた場合 

イ．提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ．要項等に違反又は著しく逸脱した場合 

エ．提出期間内に提出書類等が提出されない場合 

オ．その他、不正行為があった場合 
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５．募集要項の公表、申し込み受付期間、受付時間及び受付場所 

 

 （１）配付期間 ・・・ 令和４年１０月 ５日（水曜日）から 

             令和４年１０月２６日（水曜日）まで 

             但し、土曜・日曜・祝日を除く、月曜日から金曜日まで 

 （２）申込期間 ・・・ 令和４年１０月１９日（水曜日）から 

             令和４年１０月２６日（水曜日）まで 

             但し、土曜・日曜・祝日を除く、月曜日から金曜日まで 

 （３）受付時間 ・・・ 午前９時から午後５時まで 

 （４）受付場所 ・・・ 宇陀市役所 農林商工部  農林課 （宇陀市役所２階） 

 

６．現地説明会の開催 

   にぎわい市場の現況、指定管理者が行う業務及び申請方法等について、説明会を次のとお

り実施します。参加希望の方は、事前（１０月１１日午後５時まで）に現地説明会参加申込

書にてＦＡＸ又はメールもしくは、農林課窓口に申し込みください。（１団体２名以下） 

 （１）日時・・・令和４年１０月１２日（水曜日）受 付：午前９時３０分から 

                         説明会：午前１０時から午前１１時まで 

 （２）場所・・・榛原にぎわい市場 

  

７．申し込み書類 

   共同事業体以外の団体は、⑫、⑬の提出は省略。グループ応募の場合は下記申請書類 

  及び添付書類については、すべての団体分を提出してください。 

（１） 申請書類及び添付書類 

① 指定管理者申込書（提出書類一覧）              [様式第１号] 

② 定款の写し及び法人登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては、会則等） 

③ 誓約書                           [様式第２号] 

④ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの） 

⑤ 管理及び運営を行う公の施設の事業計画書           [様式第３号] 

⑥ 管理及び運営に係る収支計画書                [様式第４号] 

⑦ 前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録 

⑧ 事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

⑨ 身分証明書（法人は代表取締役。法人以外の団体にあっては、その代表者） 

⑩ 役員名簿                          

⑪ 法人等概要書                        [様式第５号] 

⑫ 共同事業体結成届書                     [様式第６号] 

⑬ 委任状                           [様式第７号] 

⑭ 質問書                           [様式第８号] 

⑮ 現地説明会参加申込書                    [様式第９号] 

 

 （２）提出部数等 

    ①１１部【正本１部  副本１０部（副本は複写可）】（Ａ４ファイル綴） 

    ②表紙には、宇陀市農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理者指定申請書、及び 

団体名を記載してください。（ページ番号を付与すること） 
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８．指定管理者の審査・選定の方法 

 （１）基本的な考え方 

    指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、施設

の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、

コストの節減を図ることを目的とするものです。 

    そこで、指定管理者制度の趣旨や施設の設置目的を十分理解し、公正かつ適正な管理運

営の下、より効果的、効率的に管理運営を行うことができ、地域に対する貢献、指定管理

者制度をよく理解した指定管理者を選定するため、次のとおり審査方法を定めます。  

 （２）審査方法 

    指定管理者の選定にあたっては「公募型プロポーザル方式」を採用し、審査は、提出さ

れた申請書について公募資格等に該当するかどうかを審査する第１次審査と、プレゼンテ

ーション、ヒアリング等により事業計画書等の内容を審査する第２次審査を１１月の初旬

から１１月中旬に予定しています。指定管理候補者の選定後、議会の議決を経て市長が指

定管理者を決定することになります。 

  （３）選定結果の通知 

    該当者全員に、令和４年１１月中旬頃に書面で通知します。 

 

９．指定管理者の指定及び協定 

 （１）仮協定書の締結 

      前項で選定した法人等を指定管理者の候補者として、仮協定書を締結します。 

 （２）指定管理者の指定及び本協定書の締結 

     前項で選定した法人等を指定管理者とする議案を令和４年１２月議会定例会に上程を

し、市議会の議決を経て当該法人等を指定管理者として指定、本協定書を締結します。 

 

１０．様式及び資料 

    本要項に添付している様式及び資料は次のとおり。 

  （１）農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理業務仕様書 

 （２）農産物直売所「榛原にぎわい市場」指定管理者申請様式 

 （３）宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び同条例施行規則 

（４）宇陀市農産物直売所条例 

（５）農産物直売所「榛原にぎわい市場」利用客数及び収支決算資料 

 

１１．募集に関する質問 

    質問がある場合は添付書類にある質問書により受付、回答いたします。 

 （１）受付期間・・・令和４年１０月５日（水曜日）から１０月２１日（金曜日） 

午前９時から午後５時まで  

但し、土曜・日曜・祝日を除く、月曜日から金曜日まで 

 （２）送付方法・・・質問事項は質問書により、ＦＡＸ又はメールで送信してください。 

                 窓口への持参可。なおＦＡＸ又はメールの場合は、受領したことを確

認するため必ず農林課まで連絡してください。 

（          （３）回答方法・・・質問を受け付けた法人等に、随時ＦＡＸ又はメールで回答します。  
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１２．留意事項 

 （１） 申請に係る経費は、すべて申請者負担とします。 

（２） 募集要項等公表時、現地説明会、指定管理候補者選定以降において現状施設等の変更 

があった場合は、仮協定書及び基本協定書に反映するものとします。 

 

１３．問い合わせ先  

     奈良県宇陀市榛原下井足１７番地の３ 

    宇陀市役所 農林課 

    ＴＥＬ ０７４５-８２-３６７９ 

       ＦＡＸ  ０７４５-８２-８２１１ 

    メールアドルス nourin@city.uda.lg.jp 


